
アルトケアプランセンター常滑 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条  株式会社アルトが開設するアルトケアプランセンター常滑（以下、「センター」という。）

が行う指定居宅介護支援事業（以下、「事業」という。）の適正な運営を確保するために、人員及

び管理運営に関する事項を定め、センターが要介護状態にある高齢者（以下「要介護者」という。）

に対し、適正な事業が提供できる事を目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 センターの全職員は、要介護者の心身の特性やその置かれた社会的、家庭的な立場を踏ま

えて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、適正な居宅介護支援を行

う。また、事業の実施にあたっては、利用者本人やその家族の意向を十分尊重するとともに、関係

市町村、地域の保健、医療、福祉サービスと綿密な連携を図り、利用者に最も適した総合的なサー

ビスが受けられるよう努力するものとする。 

 

（事業者の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 一 名称   アルトケアプランセンター常滑 

 二 所在地  常滑市榎戸町 4 丁目 371 番地（アルト介護センターえみふる内） 

 

（職員の職種､員数及び職務内容） 

第４条 センターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

 一 管理者  １名    

   管理者は、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに､自らも指定居宅

介護支援事業に携わるものとする。 

 二 介護支援専門員 ２名（管理者１名を含む） 

   介護支援専門員は第 2 条及び第次の規定を踏まえた上で、利用者及びその家族の立場に立った

居宅介護支援サービスを提供するものとする。 

 

（事業の提供方法及び内容） 

第５条 事業の具体的な提供方法及び内容は次のとおりとする。 

 一 利用者の相談を受ける場所   事業者又は利用者の居宅 

 二 使用する課題分析表      ガイドライン  

 三 サービス担当者会議の開催場所 事業所又は利用者の居宅 

 四 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月１回以上、適正な居宅介護支援に必要な数 

 

２ センターは、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 115 の 21 第 3 項の規定に基づき、指定

介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けることができるものとする。 

 

 

 

 



（利用料） 

第６条 利用料は次のとおりとする。 

 一 法定代理受領分    なし 

 二 法定代理受領分以外  厚生労働大臣が定める基準 

 

（通常の事業の実施地域） 

第７条 通常の事業の実施地域は知多市、常滑市、半田市、武豊町とする。 

 

（営業日及び営業時間） 

第８条 センターの営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

 一 営業日  月曜日から金曜日まで 

   （但し、国民の休日、１２月３１日～翌１月３日は除く。） 

 二 営業時間 午前８時３０分から午後５時まで 

 

（苦情処理） 

第９条 センターは、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるも

のとする。 

 一 センターは提供した居宅介護支援に関し、法第２１条の規定により市町村が行う文書等の提

出若しくは掲示の求めや質問等に応じ、市町村の行う調査に協力するとともに、市町村から

指導、助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 二 センターは、提供した居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合

会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合からの指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１０条 センターは、虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図るものとする。 

２ センターは、虐待防止のための指針を整備することとする。 

３ センターは、従業者に対し虐待防止のための研修を定期的(年 1回以上)実施することとする。 

４ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者（センター長）を置くこととする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１１条 センターは住民、利用者に信頼される組織を目的とし、その達成のために次のような事

項を定める。 

一 介護支援専門員の資質向上のため、定期的な研修機会を設ける。 

二 全職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を在職中及び退職後も保持することを雇

用契約締結の条件とする。 

三 本規程に定める事項以外の事項については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）その他関係法令等を遵守し、さらに本規程、関係法令

等に定めのない事項に関しては、管理者及び関係する職員の協議に基づいて定めるものとする。 

 

 



附則  

 この規程は令和 5 年 12 月１日より施行する。 

この規程は令和 6 年  5 月１日より施行する。 


